
  

初企画に参加者 100人超える 
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11月 17日（日）香川県高松市まなびＣ

ＡＮで「四国手話学習会 手話で Go！」

を開催しました。初めての企画に 100 人

超える参加者があり、有意義な学習会と

なりました。 

午前中は、鳥取県福祉保健部障がい福

祉課長日野力（ひのつとむ）氏をお招き

して「鳥取県手話言語条例制定について」

というテーマで講演がありました。 

制定に至るまでの苦労、制定後の課題

等をお話していただきました。 

午後からは、３つの分科会にわかれて学習をしました。参加者から手話で遊ぶ楽しさ、手話

を創るおもしろさ、手話の深さ知ることができたという感想をいただきました。 

ＫＩＺＵＮＡ 

四国ろうあ連盟 

愛媛 

高知 徳島 

香川 第 24 号 
２０１３年 

12 月 1 日発行 

発行人：竹島 春美 

編集人：近藤 龍治 

発行所 ： 四国ろうあ連盟 
〒768-0051  観音寺市木之郷町甲 1116－1 

西讃ふくろうセンター内 

FAX ０８７５－２７－７７０８ 

 

 

手話で遊ぼう 
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◆編集後記◆ 四国ろうあ連盟「ＫＩＺＵＮＡ」第24号をお届けします。 

★「鳥取県手話言語条例」が制定されました。全国初ということで注目されています。

★手話は長い間、虐げられてきました。手話を使うことが許されず、辛い思いをして

死んでいった人たちのことを思うと涙が出ます。★手話でコミュニケーションするこ

とは、生きる権利です。★手話が認められることは、ろう者が認められたことになり

ます。★今まで願ってきたことが実現しようとしています。★私たちの「手話（こと

ば）」を知ってほしい。手話で話し合いたい。手話を理解して欲しい。★ろう者の明る

い未来が、すぐそこに来ています。私たちに生きる勇気を与えてくれます。 

★掲載して欲しい原稿は、四国ろうあ連盟事務局もしくは、各県協会にご連絡くださ

い。お待ちしています。 

お知らせ 

 12月 23日（月・祝）聴覚障害者相談支援事業学習会 
 「聞こえなくても当たり前に生活したい。通学したい。就労したい。」など、いろいろな

悩みがあっても相談する人や場所が、見つからなかったのではないでしょうか。四国ろうあ

連盟では、聴覚サポート「なかま」（全国聴覚障害者支援事業）と連携して相談支援事業を

行っていきます。そこで、学習会を開催します。すでに相談員として活動している方、これ

から活動しようと考えている方、相談する人や場所を探している方、ぜひご参加ください。 

また、当日相談ブースを設けています。どんなことでも相談に応じます。相談したい方は

直接お越しください。相談には一般社団法人 日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会の手話

のできる社会福祉士・精神保健福祉士が相談に応じます。秘密は厳守いたします。 

詳しい案内は各県協会事務局にあります。お問い合わせください。 

徳島新聞 （10 月 19 日付） 

読者の手紙コーナー 

徳島県聴覚障害者福祉協会会員の

戎浩司さんの文章が掲載されまし

た。 

 全国各地に手話言語条例が制定さ

れると良いですね。 
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